
【理学療法士の資格を有する予備自衛官に期待される役割（一例）】

多数の負傷隊員が自衛隊病院に後送、リハビリテーションの所要が大幅に増える場合に、

理学療法士の資格を有する予備自衛官を招集、自衛隊病院での業務に従事いただくことが

想定されます。なお、自衛隊には、令和６年２月２９日現在で、理学療法士の資格を有

する予備自衛官が約７０名任用されています。

理学療法士の皆様へ 予備自衛官等制度のご紹介
防衛省・自衛隊においては、各種事態の際に、必要な数の自衛官を迅速かつ

計画的に確保することを目的として、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補
の３つの制度を設け、常備自衛官を補完しています。

予備自衛官補制度は、主として自衛官未経験者

を予備自衛官補（一般・技能）として採用

し、所定の教育訓練を経た後に、予備自衛官へ

任用する制度です。

予備自衛官等制度

詳しくはココ！

一 般（駐屯地の警備や後方支援等の任務を実施する予備自衛官になるコース）

技 能（医療従事者（理学療法士を含む）、語学要員等の予備自衛官になるコース）

の２つのコースがあります。

詳しくはココ！

予備自衛官とは、防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令を受けて自衛官
となり、第一線部隊が出動した後の駐屯地の警備、避難住民の救護等、災害救助活動の
任務にあたります。

詳しくはココ！

〇受験資格

１８歳以上で国家資格等を有する者

理学療法士 ５３歳未満

〇採用試験（試験科目）

筆記試験（小論文）、口述試験、

適性検査及び身体検査

〇２年以内に１０日間の教育訓練を

全て修了すると予備自衛官に任用

され、階級が指定されます。

〇予備自衛官補の処遇

教育訓練招集手当：８,８００円／日

支給総額：８８,０００円

〇訓練招集

年間複数回設定された訓練から、勤務の

状況等により都合の良い時期を選んで

出頭することや５日間の訓練を２回に

分割することが可能です。

〇予備自衛官の処遇

・予備自衛官手当：４,０００円／月

・訓練招集手当：８,１００円／日

年間支給総額：８８,５００円

■予備自衛官補制度の概要

■予備自衛官制度の概要

「防衛力」における位置づけ

裏面へ続く
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詳しくはココ！
※予備自衛官等制度でご不明な点は、最寄りの自衛隊地方協力本部へお問い合わせください。

予備自衛官である者の雇用主の理解と

協力を得ることを目的とし、雇用主に

対し、その被用者である予備自衛官に

係る訓練招集の予定期間その他の情報を

提供する制度があります。

■雇用主に対する情報提供制度 詳しくはココ！

※ 情報の提供は、使用者（雇用主）からの申請を受けて、

従業員である予備自衛官等本人に対し、申請に対する

同意の確認後に提供することとなります。

【提供する主な情報】

訓練招集に関して

実運用での招集に関して

実運用及び訓練招集に関して

参加可能な招集訓練の日程、訓練内容、実施 場所 等

招集され自衛官となる期間の見通し 等

招集中に負傷した場合には、負傷の程度や処置状況 等


